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条例 
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午前10時00分開会 

○議長（杉原 茂雄君）   

 おはようございます。ただいまの出席議員は１９名で、定足数に達しております。これ

より平成１６年第２回中間市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 この際、日程に入ります前に、諸般の報告を行います。 

 去る４月２６日、山本貴雅君から一身上の都合の理由により、議員を辞職したい旨の願

い出がありましたので、地方自治法第１２６条の規定により、同日議員辞職願を許可いた

しましたから、報告いたします。 

 他の報告事項につきましては、お手元に配付してあるとおりであります。また、朗読は

省略したいと思いますので、ご了解お願いいたします。 

 なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承お願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定 

○議長（杉原 茂雄君）   

 これより日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から６月

２３日までの１３日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は１３日間と決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．同意第１号 

○議長（杉原 茂雄君）   

 次に、日程第２、同意第１号を議題とし、市長から提案理由の説明を求めます。大島市

長。 

○市長（大島 忠義君）   

 おはようございます。教育委員会の委員の任命について、提案理由を申し上げます。 

 本市の教育委員であります千々和晴美氏の任期が、本年６月３０日で満了いたします。

つきましては、教育行政に高い識見を有しておられます同氏を引き続き任命いたしたく、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、市議会の同意を求

めるものであります。 

 よろしくご同意のほどお願いを申し上げます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第１号は、委員会の付託を省略

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 討論なしと認めます。 

 これより同意第１号教育委員会の委員の任命についてを採決いたします。 

 この採決は無記名投票をもって行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ただいまの出席議員は１８人であります。 

 投票用紙を配付させます。 

（投票用紙配付） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 異状なしと認めます。 

 念のために申し上げます。本件については同意することに賛成の議員は賛成と、また反

対の議員は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投

票は、会議規則第７１条第２項の規定により、否とみなします。 

 点呼を命じます。 

（事務局長点呼・議員投票） 
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……………………………………………………………………………… 

 １番  中家多恵子議員      ２番  山本 慎悟議員 

 ３番  佐々木晴一議員      ４番  植本 種實議員 

 ６番  青木 孝子議員      ７番  久好 勝利議員 

 ９番  岩崎 三次議員     １０番  堀田 英雄議員 

１１番  井上 久雄議員     １２番  湯浅 信弘議員 

１３番  掛田るみ子議員     １４番  香川  実議員 

１５番  上村 武郎議員     １６番  岩崎  悟議員 

１７番  佐々木正義議員     １９番  下川 俊秀議員 

２０番  片岡 誠二議員     ２１番  井上 太一議員 

……………………………………………………………………………… 

○議長（杉原 茂雄君）   

 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 開票を行います。会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に堀田英雄君及び掛田

るみ子君を指名いたします。よって、両君の立ち会いを願います。 

（開票） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 投票の結果を報告いたします。 

 投票総数１８票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち、賛成

１８票、反対ゼロ、以上のとおり賛成全員であります。よって、同意第１号については、

これを同意することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．同意第２号 

○議長（杉原 茂雄君）   

 次に、日程第３、同意第２号を議題とし、市長から提案理由の説明を求めます。大島市

長。 

○市長（大島 忠義君）   

 同意第２号公平委員会の委員の選任について、提案理由を申し上げます。 

 本市の公平委員会の委員であります城戸真一氏の任期が本年６月３０日で満了いたしま
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す。つきましては、引き続き人事行政に高い識見を有しておられます同氏を選任いたした

く、地方公務員法第９条第２項の規定により、市議会の同意を求めるものであります。 

 よろしくご同意のほどお願いを申し上げます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第２号は、委員会の付託を省略

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 討論なしと認めます。 

 これより同意第２号公平委員会の委員の選任についてを採決いたします。 

 この採決は無記名投票をもって行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ただいまの出席議員は１８人であります。 

 投票用紙を配付させます。 

（投票用紙配付） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。本件について同意することに賛成の議員は賛成と、また反対の
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議員は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投

票は、会議規則第７０条第２項の規定により、否とみなします。 

 点呼を命じます。 

（事務局長点呼・議員投票） 

……………………………………………………………………………… 

 １番  中家多恵子議員      ２番  山本 慎悟議員 

 ３番  佐々木晴一議員      ４番  植本 種實議員 

 ６番  青木 孝子議員      ７番  久好 勝利議員 

 ９番  岩崎 三次議員     １０番  堀田 英雄議員 

１１番  井上 久雄議員     １２番  湯浅 信弘議員 

１３番  掛田るみ子議員     １４番  香川  実議員 

１５番  上村 武郎議員     １６番  岩崎  悟議員 

１７番  佐々木正義議員     １９番  下川 俊秀議員 

２０番  片岡 誠二議員     ２１番  井上 太一議員 

……………………………………………………………………………… 

○議長（杉原 茂雄君）   

 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 開票を行います。会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に井上久雄君及び湯浅

信弘君を指名いたします。よって、両君の立ち会いを願います。 

（開票） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 投票の結果を報告いたします。 

 投票総数１８票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち、賛成

１７票、反対１票、以上のとおり賛成多数であります。よって、同意第２号については、

これを同意することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．承認第２号 

日程第５．承認第３号 
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日程第６．承認第４号 

日程第７．承認第５号 

日程第８．承認第６号 

日程第９．承認第７号 

日程第１０．承認第８号 

日程第１１．承認第９号 

○議長（杉原 茂雄君）   

 これより日程第４、承認第２号から日程第１１、承認第９号までの専決処分８件を一括

議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 承認第２号から承認第９号までの提案理由を申し上げます。 

 初めに、承認第２号平成１５年度中間市一般会計補正予算第１１号につきましては、専

決処分といたしましたのでご報告いたします。 

 平成１６年３月２７日に、病気療養中でありました職員が亡くなりましたことから、急

遽退職金の支払いの必要が生じました。このことから、退職手当として２,４８０万円と、

さらに職員退職積立基金の本年度利息分として３００万円を新たに積み立てを行うため、

あわせて歳出予算２,７８０万円を計上いたしております。 

 歳入予算としては、職員の退職手当と積立金分とあわせた２,７８０万円を、まず職員

退職積立基金から繰り入れを行い、また基金の効率よい運用を行うため、財政調整基金か

らの繰り入れを２億円減額し、職員退職積立基金からの繰り入れを２億円増額する予算の

組み替えを行ったもので、予算の総額を歳入歳出それぞれ１７６億１,０２４万円とし、

平成１６年３月３１日付で専決処分としたものであります。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようにお願いを申し上げます。 

 次に、承認第３号平成１６年度中間市一般会計補正予算第１号につきましては、専決処

分といたしましたのでご報告いたします。 

 平成１６年条例第１２号中間市高額療養費支払資金貸付基金条例の一部を改正する条例

に基づき、基金の額を５００万円増額し総額１,０００万円とし、このうち福岡県国民健

康保険団体連合会からの借入金５００万円を充当されますことから、中間市負担額は

５００万円といたしました。 

 このことから、現行２５８万円の基金を５００万円に増額するため、高額療養費支払資

金貸付基金繰出金２４２万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１７３億

２,８４２万円とし、平成１６年５月１日付で専決処分としたものであります。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようにお願いを申し上げます。 

 次に、承認第４号平成１６年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算第１号につき
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ましては、専決処分といたしましたのでご報告いたします。 

 平成１５年度の中間市特別会計国民健康保険事業の歳入総額は４６億１,４８６万円で、

歳出総額は５１億３,３６０万円となりまして、差し引き単年度収支といたしましては

１億５,６９７万円の収入不足となりました。 

 さらに、平成１５年度の繰上充用金であります３億６,１７７万円を加えた、平成

１５年度の総決算といたしましては５億１,８７４万円の不足額となっております。 

 そのことにより平成１６年度補正予算として、歳出では、８款の前年度繰上充用金で、

歳入につきましては、１０款の諸収入で５億１,８７４万円を計上し、予算の総額歳入歳

出それぞれ５４億１,５５３万円とするものであります。 

 昨年度に引き続き赤字決算となりましたが、今後、税収の増加に努めることはもちろん、

保健事業の強化等、市民の健康増進と医療費の減少に努力を払うとともに、国民健康保険

財政の健全化を図ってまいります。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようにお願いを申し上げます。 

 次に、承認第５号平成１６年度中間市住宅新築資金等特別会計補正予算第１号につきま

しては、専決処分といたしましたのでご報告いたします。 

 平成１５年度の中間市住宅新築資金等特別会計の決算額を調整いたしましたところ、歳

入に不足が生じましたので、これを補てんをするため、５月３１日に専決処分したもので

あります。 

 補正予算のうち、歳出につきましては、前年度繰上充用金に、歳入につきましては、諸

収入にそれぞれ５億４,１０６万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５億

８,９７８万円とするものであります。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようにお願いを申し上げます。 

 次に、承認第６号中間市高額療養費支払資金貸付基金条例の一部を改正する条例につき

ましては、専決処分といたしましたのでご報告いたします。 

 近年の医療及び医療機器の発展には目覚ましいものがあり、これにより多くの市民が各

医療機関において先進技術による医療や検査を受けることが可能となってきております。 

 しかしながら、これらの医療の受診に伴い、患者本人の医療費負担も増加している傾向

にあります。本市の国民健康保険事業では、被保険者の窓口精算での負担を軽減をするた

め、貸付利率が無利子である高額療養費支払資金貸付基金が設けられておりますが、この

借用申請額も年々増加をし、基金の満額である５００万円前後で推移をしているところで

あります。 

 ところが、平成１６年３月支給分での借用申請額が６００万円を超え、さらに４月支給

分の申請額は８５０万円と増え続けている状況であります。現在の医療を取り巻く環境を

考慮した場合、急激な医療費の減額は見込めないため、現在、条例において定められてい

る基金の額５００万円では、国民健康保険被保険者の貸付借用申請に応えられない状況が
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生じています。 

 つきましては、本貸付制度の円滑なる運用を図り、かつ市民サービスの低下を招かない

ためにも、早急に基金の額の増額が必要であることから、本年５月１日から中間市高額療

養費支払資金貸付基金条例の一部を改正をし、基金の額を５００万円から１,０００万円

に増額するものであります。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようにお願いを申し上げます。 

 次に、承認第７号から承認第９号までは関連がございますので、一括して提案理由を申

し上げます。 

 本年３月３１日に地方税法の一部が改正をされたことに伴い、中間市市税条例、中間市

都市計画税条例及び中間市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、施

行日が４月１日となっておりましたことから、３月３１日付で専決処分したものでござい

ます。 

 改正の内容について、その概要を説明申し上げます。 

 最初に、住民税の改正であります。 

 第１に、個人住民税につきましては、市民税均等割の人口段階別税率区分が廃止をされ、

税率年額２,０００円から３,０００円に統一するものであります。これに伴い、約

１,６００万円の増収を見込んでおります。 

 第２に、均等割の生計同一の妻に対する非課税措置が段階的に廃止され、一定の所得金

額を超える者に対し、平成１７年度は１,５００円、１８年度からは３,０００円課税され

るものであります。これに伴い、平成１７年度は約４２０万円、平成１８年度は８４０万

円の増収を見込んでおります。 

 第３に、所得割非課税限度額の加算額「３６万円」を「３５万円」に、均等割非課税限

度額の加算額「２１万６,０００円」を「１９万８,０００円」に、それぞれ引き下げるも

のであります。 

 第４に、土地、建物等を譲渡した場合の税率軽減の特例が廃止をされ、特別控除後の譲

渡益の税率を「４％」から「３.４％」に引き下げるものであります。 

 第５に、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特

例については、特別控除後の譲渡益の区分が「４,０００万円」から「２,０００万円」と

なり、税率は２,０００万円以下の部分が「３.４％」から「２.７％」に、２,０００万円

を超える部分が「４％」から「３.４％」に引き下げ、短期譲渡所得の課税の特例につい

ても、譲渡益の「９％」から「６％」に引き下げるものであります。 

 第６に、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除を３年延長するもの

であります。 

 第７に、特定の居住用財産の譲渡損失の額を翌年以後３年内の合計所得金額が

３,０００万円以下である年分を各年分の総所得額等からの繰越控除を認めるなど創設す
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るものであります。 

 第８に、上場株式等以外の株式等の税率を「４％」から「３.４％」に引き下げるもの

であります。 

 第９に、老年者控除額を廃止するものであります。 

 この改正は、平成１８年度からの適用で、これに伴い約４,７００万円の増収を見込ん

でおります。 

 次に、固定資産税の改正であります。 

 主な内容は、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けた附帯設備に

対して課する固定資産税については、当該附帯設備を償却資産として、取り付けた者を納

税義務者とするものであります。 

 次に、都市計画税の改正であります。 

 主な内容は、地方税法の改正に伴う条文の整備であります。 

 最後に、国民健康保険税条例の改正であります。 

 主な内容は、地方税法の改正に伴う条文の整備であります。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております専決処分８件は、委員会の付託を省

略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。青木孝子さん。 

○議員（６番 青木 孝子君）   

 承認第５号平成１６年度中間市住宅新築資金等特別会計補正予算第１号について、日本

共産党市議団を代表いたしまして、反対討論いたします。 

 今回、補正で出されています繰上充用金５億４,１０６万円は累積赤字で、これは一般

会計から繰り入れをして会計上の処理を行ったものです。この特別会計は、同和地区住民

に住宅の新築や改修、あるいは宅地購入の際、利息２％で３年据え置き、２５年償還とい

う長期低利息の資金を融資するためにつくられた制度でした。 

 この制度は、国の補助対象事業になっているので、貸付金のうち４分の１は国の補助金、

残り４分の３は国からの起債となっています。国からの借金は、そのときの公定歩合で
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６％から８％台で、その差が超過負担になっています。 

 この貸し付け事業は昭和４１年度から始まり、昭和６１年度までの２１年間に貸付金額

１４億円、貸付件数７４０件となりましたが、同和地区世帯は国勢調査によれば３９９世

帯で、このうち同和住宅入居が１３０世帯であり、差し引き２６９世帯で、この２６９世

帯が全部借りたと仮定すると、１世帯平均で３回近く貸付を行ったことになります。 

 同和対策の貸付制度は、当初から「貸しくれたまえ」といった空気があり、過年度分の

返済がわずか５.９％という数字がその実態を示しております。このように不正貸付が滞

納を生んだ赤字でありますので認められません。貸付金の収納促進を最大の課題として取

り組むことを求めて、討論を終わります。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ほかに討論ありませんか。久好勝利君。 

○議員（７番 久好 勝利君）   

 承認第７号中間市市税条例の一部を改正する条例について、日本共産党議員団を代表し

て反対討論を行います。 

 今回の条例改定は、本年３月、国会で成立した地方税法改正に伴うものであります。 

 この地方税法改正は、自民党と公明党によって、地方分権の推進を支える税制として提

起されたものですが、その実態は、三位一体改革の看板による、国から地方への財政支出

大幅削減を、地方自治体と住民の負担で穴埋めさせることを中心にして、大企業、金持ち

優遇のための制度はそのまま維持、あるいは整備しているのが特徴です。 

 今回の税制改正で、税収への影響額が最も大きなものは、老年者控除の廃止です。老年

者控除は６５歳以上で所得が１,０００万円以下の者に適用され、控除額は４８万円でし

た。この控除の廃止によって、控除額の分だけ課税所得が上積みされることになります。

そのため新規に課税対象となる高齢者は全国で約６０万人、中間市で２,０９９人と見込

まれています。 

 さらに、国税において、公的年金控除を削減して、年金控除の最低保障額を１２０万円

にした影響を受け、所得税の課税最低限は、年金収入で「２８５万５,０００円」から

「２０５万３,０００円」に下がることになります。 

 個人住民税においては、控除最低保障額１２０万円と老年者最低非課税額１２５万円を

合わせて２４５万円となります。 

 月２０万円程度の年金収入の高齢者への新たな課税となり、高齢者にとって一層の生活

不安、将来不安を広げることになります。高齢者への新たな課税は、所得税と個人住民税

における負担増に加え、国民健康保険税、あるいは介護保険料の負担増となっていきます。 

 さらに、個人住民税の引き上げがあります。市民税の均等割を一律３,０００円にする

ため、中間市では「２,０００円」が「３,０００円」、一律１,０００円の引き上げが行

われることになります。 
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 また、生計同一の妻への住民税均等割非課税措置の廃止があります。これは納税義務者

の妻は、どれだけの所得があっても、均等割は非課税にする制度であり、１９５０年から

行われています。当時の女性の社会進出の状況や、行政サービスを世帯単位、家族単位で

受ける者が多かったことなどが要因になっています。今日では、就労する女性は増加して

おり、均等割は非課税でも所得割を納税している女性は増加しています。 

 非課税措置をどうするかは、検討すべき課題ではありますが、就労している女性の賃金

は、６９％は２４０万円以下であり、さらに家計所得も低迷を続けている今日、非課税措

置の廃止は、住民負担の引き上げとなり適当ではありません。 

 地方への税源移譲の一環として行われた今回の地方税法改定などによる歳入増加は、中

間市で約２億円とのことですが、これらは住民負担増によるものがほとんどであり、長い

不況に苦しむ庶民の暮らしをさらに追い詰めるものとなって、景気の回復を遅らせ、さら

なる財政難をもたらすことにしかならないことを述べて、反対討論を終わります。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 討論なしと認めます。 

 これより専決処分８件を順次採決をいたします。 

 議題のうち、まず承認第２号専決処分を報告し、承認を求めることについてを起立によ

り採決をいたします。ただいま議題となっております承認第２号は、原案のとおり承認す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 全員起立であります。よって、承認第２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、承認第３号専決処分を報告し、承認を求めることについてを起立により採決をい

たします。ただいま議題となっております承認第３号は、原案のとおり承認することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 全員起立であります。よって、承認第３号は原案のとおり承認されました。 

 次に、承認第４号専決処分を報告し、承認を求めることについてを起立により採決いた

します。ただいま議題となっております承認第４号は、原案のとおり承認することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（杉原 茂雄君）   
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 全員起立であります。よって、承認第４号は原案のとおり承認されました。 

 次に、承認第５号専決処分を報告し、承認を求めることについてを起立により採決いた

します。ただいま議題となっております承認第５号は、原案のとおり承認することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 起立多数であります。よって、承認第５号は原案のとおり承認されました。 

 次に、承認第６号専決処分を報告し、承認を求めることについてを起立により採決をい

たします。ただいま議題となっております承認第６号は、原案のとおり承認することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 全員起立であります。よって、承認第６号は原案のとおり承認されました。 

 次に、承認第７号専決処分を報告し、承認を求めることについてを起立により採決をい

たします。ただいま議題となっております承認第７号は、原案のとおり承認することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 起立多数であります。よって、承認第７号は原案のとおり承認されました。 

 次に、承認第８号専決処分を報告し、承認を求めることについてを起立により採決いた

します。ただいま議題となっております承認第８号は、原案のとおり承認することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 全員起立であります。よって、承認第８号は原案のとおり承認されました。 

 次に、承認第９号専決処分を報告し、承認を求めることについてを起立により採決をい

たします。ただいま議題となっております承認第９号は、原案のとおり承認することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（杉原 茂雄君）   

 全員起立であります。よって、承認第９号は原案のとおり承認されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．第２９号議案 

○議長（杉原 茂雄君）   

 次に、日程第１２、第２９号議案を議題といたします。 



- 19 - 

 市長から提案理由の説明を求めます。大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 第２９号議案中間市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正

する条例について、提案理由を申し上げます。 

 このたび、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正をさ

れましたことから、本条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の内容は、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、退職報償金を増額するための改

正でありまして、本年４月１日に遡って適用するものでございます。 

 よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ただいま議題となっております第２９号議案に対する質疑は、６月１４日の本会議で行

いますので、ご了承お願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．第３０号議案 

○議長（杉原 茂雄君）   

 次に、日程第１３、第３０号議案を議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。大島市長。 

○市長（大島 忠義君）   

 第３０号議案中間市男女共同参画プラン策定委員会設置条例を廃止する条例について、

提案理由を申し上げます。 

 中間市男女共同参画プラン策定委員会設置条例につきましては、平成１４年１２月議会

におきまして議決をいただき、平成１５年度に学識経験者、有識者、市内各種団体より推

薦された代表に、公募市民３名、行政から１名の総勢１１名により、中間市男女共同参画

プラン策定委員会を設置をいたしました。 

 同委員会では、平成１５年５月から１２回にわたる審議を重ね、本年３月にプラン原案

の作成を完了し、その報告を受けました。その原案に基づき、「ひとり一人が活きるまち 

なかま、をめざして」をテーマに、中間市男女共同参画プランを策定いたしました。 

 このことにより、中間市男女共同参画プラン策定委員会設置条例につきましては、その

役割を終えましたことから、本条例を廃止するものであります。 

 よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（杉原 茂雄君）   

 ただいま議題となっております第３０号議案に対する質疑は、６月１４日の本会議で行

いますので、ご了承お願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．会議録署名議員の指名 
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○議長（杉原 茂雄君）   

 これより日程第１４、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第７６条の規定により、議長において中家多恵子さ

ん及び井上太一君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（杉原 茂雄君）   

 以上で、本日の日程をすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会をいたします。 

午前10時44分散会 

────────────────────────────── 
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